
2025 年 1 月 8 日 

お客様各位 

 

Tel: 050-5784-5700 

 

 

欧州向け Import Control System 2(ICS2)に関するご案内（３） 

（自社申告開始のご案内） 
 

拝啓 時下ますますのご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼 

申し上げます。  

 

さて、欧州連合による新たな輸入管理システム（ICS2）の導入に伴い、弊社は 2025 年 2 月 1 日より 

ICS2 データの自社申告を開始いたします。事前申告が必要となる追加の申告項目の提出方法に 

関しまして、詳細が確定いたしましたので以下の通りご案内させていただきます。 

 

なお、ご提出いただいた情報に誤りや不足があった場合、今後は欧州税関より不積みやペナルティー 

等が発生する恐れがございますので、予め十分にご留意いただけますようお願いいたします。 

敬具 

 

 

記 

 

【対象貨物】 

EU 加盟国、スイス、ノルウェー、北アイルランド向け、 

およびこれらの国や地域を経由するすべての貨物 

※PUSAN および SINGAPORE にてリコンソリを行う貨物を除く。 

 PUSAN および SINGAPORE にてリコンソリを行う貨物に関するご案内は 

次ページの★印部分をご確認ください。 

  

【開始日】 

2025 年 2 月 1 日出港本船以降 

 

【提出方法】 

弊社指定の入力フォーム（下記リンクよりご確認ください）へ申告項目をご記入の上、 

CFS CUT 日までに指定送付先へお送りいただけますようお願いいたします。 

 

リンク：https://www.logix.co.jp/service/lclex/menu/necessarydocuments 

    (ブランクフォーム >> 欧州向け ICS2 フォーム) 

送付先：ics2@logix.co.jp 

  

【適用金額】  

 2025 年 4 月 1 日出港本船より ICS2 Filing Fee を導入させていただく予定です。 

 詳細が決まり次第改めてご案内いたします。 

 

※お客様ご自身で ICS2 データの申告をされる場合は、事前に詳細を確認させていただく必要 

がございますので、弊社営業担当までご連絡をいただけますようお願いいたします。 

 

 

なお、すでにお願いをしております DOCK RECEIPT(ACL)への記載必須項目（次ページ参照）に 

つきましては、今後も引き続きご対応をお願いいたします。 

 

https://www.logix.co.jp/service/lclex/menu/necessarydocuments


【DOCK RECEIPT(ACL)への記載必須項目】 

・SHIPPER, CONSIGNEE, NOTIFY PARTY の正確な名称・住所・TEL No. 

・CONSIGNEE の EORI 番号 

・6 桁の Harmonized Commodity(HS)コード 

・具体的かつ正確な貨物説明  

・化学品輸送のための ECICS CUS コード 

 

 

★PUSAN および SINGAPORE にてリコンソリを行う貨物について 

・PUSAN および SINGAPORE にて手配を行っておりますため、ICS2 データをご自身でご申告いた 

だくことはできかねます。 

・12 月 4 日出港本船以降、DOCK RECEIPT(ACL)へご記載いただく上記の申告項目に加えて、実際 

の買主および売主の詳細などの House B/L 情報のご提出を個別にお願いしております。 

・申告にかかる費用は今後課徴させていただくことになりましたら改めてご連絡申し上げます。 

・DOCK RECEIPT(ACL)への記載必須項目につきましては、引き続きご対応をお願いいたします。 

> SHIPPER, CONSIGNEE, NOTIFY PARTY の正確な名称・住所・TEL No. 

> CONSIGNEE の EORI 番号 

> 6 桁の Harmonized Commodity(HS)コード 

> 具体的かつ正確な貨物説明  

> 化学品輸送のための ECICS CUS コード 

 

 

ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせ下さい。  

 

セイノーロジックス株式会社   

カスタマーサービス Tel: 050-5784-5700    

以上 


